
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
二
十
六
号

私
事
性
的
画
像
記
録
の
提
供
等
に
よ
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
私
事
性
的
画
像
記
録
の
提
供
等
に
よ
り
私
生
活
の
平
穏
を
侵
害
す
る
行
為
を
処
罰
す
る
と
と
も
に
、
私
事
性
的
画
像
記
録
に
係
る
情
報
の
流
通
に
よ
っ
て
名
誉
又
は
私
生
活
の
平
穏
の
侵
害
が
あ
っ
た
場
合
に

お
け
る
特
定
電
気
通
信
に
よ
る
情
報
の
流
通
に
よ
っ
て
発
生
す
る
権
利
侵
害
等
へ
の
対
処
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
の
特
例
及
び
当
該
提
供
等
に
よ
る
被
害
者
に
対
す
る
支
援
体
制
の
整
備
等
に
つ
い
て

定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
個
人
の
名
誉
及
び
私
生
活
の
平
穏
の
侵
害
に
よ
る
被
害
の
発
生
又
は
そ
の
拡
大
を
防
止
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
私
事
性
的
画
像
記
録
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
人
の
姿
態
が
撮
影
さ
れ
た
画
像
（
撮
影
の
対
象
と
さ
れ
た
者
（
以
下
「
撮
影
対
象
者
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
撮
影
を
し
た
者
、
撮

影
対
象
者
及
び
撮
影
対
象
者
か
ら
提
供
を
受
け
た
者
以
外
の
者
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
第
三
者
」
と
い
う
。
）
が
閲
覧
す
る
こ
と
を
認
識
し
た
上
で
、
任
意
に
撮
影
を
承
諾
し
又
は
撮
影
を
し
た
も
の
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
同
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
の
記
録
を
い
う
。

一
　
性
交
又
は
性
交
類
似
行
為
に
係
る
人
の
姿
態

二
　
他
人
が
人
の
性
器
等
（
性
器
、

こ
う肛

門
又
は
乳
首
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
触
る
行
為
又
は
人
が
他
人
の
性
器
等
を
触
る
行
為
に
係
る
人
の
姿
態
で
あ
っ
て
性
欲
を
興
奮
さ
せ
又
は
刺
激
す
る
も
の

三
　
衣
服
の
全
部
又
は
一
部
を
着
け
な
い
人
の
姿
態
で
あ
っ
て
、
殊
更
に
人
の
性
的
な
部
位
（
性
器
等
若
し
く
は
そ
の
周
辺
部
、

で
ん臀

部
又
は
胸
部
を
い
う
。
）
が
露
出
さ
れ
又
は
強
調
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
性
欲
を
興
奮

さ
せ
又
は
刺
激
す
る
も
の

２
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
私
事
性
的
画
像
記
録
物
」
と
は
、
写
真
、
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
そ
の
他
の
物
で
あ
っ
て
、
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
人
の
姿
態
が
撮
影
さ
れ
た
画
像
を
記
録
し
た
も
の
を
い
う
。

（
私
事
性
的
画
像
記
録
提
供
等
）

第
三
条
　
第
三
者
が
撮
影
対
象
者
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
で
、
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
私
事
性
的
画
像
記
録
を
不
特
定
又
は
多
数
の
者
に
提
供
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

２
　
前
項
の
方
法
で
、
私
事
性
的
画
像
記
録
物
を
不
特
定
若
し
く
は
多
数
の
者
に
提
供
し
、
又
は
公
然
と
陳
列
し
た
者
も
、
同
項
と
同
様
と
す
る
。

３
　
前
二
項
の
行
為
を
さ
せ
る
目
的
で
、
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
私
事
性
的
画
像
記
録
を
提
供
し
、
又
は
私
事
性
的
画
像
記
録
物
を
提
供
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

４
　
前
三
項
の
罪
は
、
告
訴
が
な
け
れ
ば
公
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

５
　
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
罪
は
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
三
条
の
例
に
従
う
。

（
特
定
電
気
通
信
に
よ
る
情
報
の
流
通
に
よ
っ
て
発
生
す
る
権
利
侵
害
等
へ
の
対
処
に
関
す
る
法
律
の
特
例
）

第
四
条
　
特
定
電
気
通
信
に
よ
る
情
報
の
流
通
に
よ
っ
て
発
生
す
る
権
利
侵
害
等
へ
の
対
処
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
二
項
及
び
第
四
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
場
合
の
ほ
か
、
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
（
同
法
第
二

条
第
四
号
に
規
定
す
る
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
を
い
う
。
第
一
号
及
び
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
特
定
電
気
通
信
（
同
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
電
気
通
信
を
い
う
。
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
情
報

の
送
信
を
防
止
す
る
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
措
置
に
よ
り
送
信
を
防
止
さ
れ
た
情
報
の
発
信
者
（
同
法
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
発
信
者
を
い
う
。
第
二
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
生
じ
た
損
害
に
つ
い

て
は
、
当
該
措
置
が
当
該
情
報
の
不
特
定
の
者
に
対
す
る
送
信
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
は
、
賠
償
の
責
め
に
任
じ
な
い
。

一
　
特
定
電
気
通
信
に
よ
る
情
報
で
あ
っ
て
私
事
性
的
画
像
記
録
に
係
る
も
の
の
流
通
に
よ
っ
て
自
己
の
名
誉
又
は
私
生
活
の
平
穏
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
名
誉
等
」
と
い
う
。
）
を
侵
害
さ
れ
た
と
す
る
者
（
撮
影
対
象
者
（
当

該
撮
影
対
象
者
が
死
亡
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
配
偶
者
、
直
系
の
親
族
又
は
兄
弟
姉
妹
）
に
限
る
。
）
か
ら
、
当
該
名
誉
等
を
侵
害
し
た
と
す
る
情
報
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
私
事
性
的
画
像
侵
害
情

報
」
と
い
う
。
）
、
名
誉
等
が
侵
害
さ
れ
た
旨
、
名
誉
等
が
侵
害
さ
れ
た
と
す
る
理
由
及
び
当
該
私
事
性
的
画
像
侵
害
情
報
が
私
事
性
的
画
像
記
録
に
係
る
も
の
で
あ
る
旨
（
同
号
に
お
い
て
「
私
事
性
的
画
像
侵
害
情
報
等
」
と
い

う
。
）
を
示
し
て
当
該
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
に
対
し
私
事
性
的
画
像
侵
害
情
報
の
送
信
を
防
止
す
る
措
置
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
私
事
性
的
画
像
侵
害
情
報
送
信
防
止
措
置
」
と
い
う
。
）
を
講
ず
る
よ
う
申

出
が
あ
っ
た
と
き
。

二
　
当
該
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
が
、
当
該
私
事
性
的
画
像
侵
害
情
報
の
発
信
者
に
対
し
当
該
私
事
性
的
画
像
侵
害
情
報
等
を
示
し
て
当
該
私
事
性
的
画
像
侵
害
情
報
送
信
防
止
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
同
意
す
る
か
ど
う
か
を

照
会
し
た
と
き
。

三
　
当
該
発
信
者
が
当
該
照
会
を
受
け
た
日
か
ら
二
日
を
経
過
し
て
も
当
該
発
信
者
か
ら
当
該
私
事
性
的
画
像
侵
害
情
報
送
信
防
止
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
同
意
し
な
い
旨
の
申
出
が
な
か
っ
た
と
き
。

（
支
援
体
制
の
整
備
等
）

第
五
条
　
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
私
事
性
的
画
像
記
録
の
提
供
等
に
よ
る
被
害
者
の
適
切
か
つ
迅
速
な
保
護
及
び
そ
の
負
担
の
軽
減
に
資
す
る
よ
う
、
被
害
者
が
当
該
提
供
等
に
係
る
犯
罪
事
実
の
届
出
を
行
い
や
す
く
す
る
た
め

に
必
要
な
捜
査
機
関
に
お
け
る
体
制
の
充
実
、
私
事
性
的
画
像
侵
害
情
報
送
信
防
止
措
置
の
申
出
を
行
う
場
合
の
申
出
先
、
申
出
方
法
等
に
つ
い
て
の
周
知
を
図
る
た
め
の
広
報
活
動
等
の
充
実
、
被
害
者
に
関
す
る
各
般
の
問
題
に

つ
い
て
一
元
的
に
そ
の
相
談
に
応
じ
、
適
切
に
対
応
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
被
害
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
の
教
育
及
び
啓
発
）

第
六
条
　
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
私
事
性
的
画
像
記
録
等
が
拡
散
し
た
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
被
害
の
回
復
を
図
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
と
な
る
こ
と
に
鑑
み
、
学
校
を
は
じ
め
、
地
域
、
家
庭
、
職
域
そ
の
他
の
様
々
な
場
を
通

じ
て
、
自
己
に
係
る
私
事
性
的
画
像
記
録
等
に
係
る
姿
態
の
撮
影
を
さ
せ
な
い
こ
と
、
自
ら
記
録
し
た
自
己
に
係
る
私
事
性
的
画
像
記
録
等
を
他
人
に
提
供
し
な
い
こ
と
、
こ
れ
ら
の
撮
影
、
提
供
等
の
要
求
を
し
な
い
こ
と
等
私
事

性
的
画
像
記
録
の
提
供
等
に
よ
る
被
害
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
に
関
す
る
国
民
の
十
分
な
理
解
と
関
心
を
深
め
る
た
め
に
必
要
な
教
育
活
動
及
び
啓
発
活
動
の
充
実
を
図
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
、
第
四
条
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
被
害
回
復
及
び
処
罰
の
確
保
に
資
す
る
国
際
協
力
の
在
り
方
等
に
関
す
る
検
討
）

第
二
条
　
政
府
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
私
事
性
的
画
像
記
録
の
提
供
等
に
係
る
被
害
回
復
及
び
処
罰
の
確
保
に
資
す
る
た
め
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
二
年
以
内
に
、
外
国
の
サ
ー
バ
ー
を
経
由
す
る
な
ど
し
た
私
事
性
的
画

像
記
録
の
提
供
に
関
す
る
行
為
者
の
把
握
及
び
証
拠
の
保
全
等
を
迅
速
に
行
う
た
め
の
国
際
協
力
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
と
も
に
、
関
係
事
業
者
に
お
け
る
通
信
履
歴
等
の
保
存
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の

結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
検
討
）

第
三
条
　
こ
の
法
律
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
状
況
等
を
勘
案
し
、
検
討
が
加
え
ら
れ
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
四
月
二
八
日
法
律
第
二
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
六
月
一
七
日
法
律
第
六
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
五
百
九
条
の
規
定
　
公
布
の
日

附
　
則
　
（
令
和
六
年
五
月
一
七
日
法
律
第
二
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
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